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一 般 会 計 

ゲ

ケゲコゴサザシジスズ



コ

ケゲコゴサザシジスズ



議案第２６号 

 

平成２６年度多賀城市一般会計予算 

 

 平成２６年度多賀城市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７，２５０，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費

（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

  平成２６年２月１２日提出 

 

多賀城市長 菊地 健次郎 

ゴ

ケゲコゴサザシジスズ



1 7,167,746

1 市民税 3,140,112

2 固定資産税 2,790,092

3 軽自動車税 87,114

4 市たばこ税 586,063

5 都市計画税 564,365

2 121,071

1 地方揮発油譲与税 42,683

2 自動車重量譲与税 74,851

3 地方道路譲与税 1

4 特別とん譲与税 3,536

3 15,003

1 利子割交付金 15,003

4 11,149

1 配当割交付金 11,149

5 8,731

1 株式等譲渡所得割交付金 8,731

6 745,736

1 地方消費税交付金 745,736

7 31,000

1 自動車取得税交付金 31,000

8 20,000

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 20,000

9 26,479

1 地方特例交付金 26,479

10 5,251,966

1 地方交付税 5,251,966

11 12,300

1 交通安全対策特別交付金 12,300

12 258,938

1 負担金 258,938

金　　　　　額
 千円

款

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

市税

交通安全対策特別交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

地方特例交付金

地方交付税

分担金及び負担金

サ

ケゲコゴサザシジスズ



13 224,362

1 使用料 139,667

2 手数料 84,695

14 3,751,164

1 国庫負担金 2,403,845

2 国庫補助金 1,335,330

3 国庫委託金 11,989

15 1,628,055

1 県負担金 708,139

2 県補助金 802,658

3 県委託金 117,258

16 54,104

1 財産運用収入 38,952

2 財産売払収入 15,152

17 2

1 寄附金 2

18 4,706,759

1 基金繰入金 4,706,754

2 特別会計繰入金 5

19 20,000

1 繰越金 20,000

20 712,935

1 延滞金、加算金及び過料 2,001

2 市預金利子 463

3 貸付金元利収入 265,000

4 受託事業収入 76,529

5 雑入 368,942

21 2,482,500

1 市債 2,482,500

27,250,000

繰越金

諸収入

市債

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款 項

繰入金

使用料及び手数料

ザ

ケゲコゴサザシジスズ



1 214,325

1 議会費 214,325

2 5,895,410

1 総務管理費 5,395,598

2 徴税費 297,802

3 戸籍住民基本台帳費 102,330

4 選挙費 55,574

5 統計調査費 17,717

6 監査委員費 26,389

3 7,820,689

1 社会福祉費 2,787,015

2 児童福祉費 3,169,766

3 生活保護費 1,243,215

4 災害救助費 620,693

4 1,180,496

1 保健衛生費 614,840

2 清掃費 565,656

5 71,560

1 労働諸費 71,560

6 125,180

1 農業費 124,864

2 林業費 179

3 水産業費 137

7 335,126

1 商工費 335,126

8 土木費 5,391,200

1 土木管理費 149,541

2 道路橋りょう費 471,797

3 河川費 4,203

4 都市計画費 4,672,510

5 住宅費 93,149

労働費

農林水産業費

商工費

衛生費

歳　　出

項 金　　　　　額
 千円

款

議会費

総務費

民生費

シ

ケゲコゴサザシジスズ



9 723,453

1 消防費 723,453

10 3,089,446

1 教育総務費 275,216

2 小学校費 849,644

3 中学校費 187,745

4 社会教育費 1,154,160

5 保健体育費 622,681

11 1

1 災害復旧費 1

12 2,321,046

1 公債費 2,321,046

13 25,420

1 普通財産取得費 1

2 災害援護資金貸付金 25,419

14 56,648

1 予備費 56,648

27,250,000

予備費

歳　　出　　合　　計

消防費

教育費

公債費

災害復旧費

諸支出金

 千円

款 項 金　　　　　額

ジ

ケゲコゴサザシジスズ



第２表　　債務負担行為

40
100

市立図書館建設負担金
平 成 ２ ６ 年 度 か ら

912,370 千円
平 成 ２ ７ 年 度 ま で

（仮称）多賀城駅前駐車場建設負担金
平 成 ２ ６ 年 度 か ら

653,100 千円
平 成 ２ ７ 年 度 ま で

事 項 期 間 限 度 額

七ヶ浜町公園墓地蓮沼苑使用許可譲渡
資金の融資に伴う損失補償

平 成 ２ ６ 年 度 か ら
当該融資額の１割に相当する額

平 成 ３ ３ 年 度 ま で

中小企業者に対する事業資金の融資に
伴う損失補償

平 成 ２ ６ 年 度 か ら
融資預託額の

10
に相当する額

平 成 ３ ９ 年 度 ま で 100

宮城県共同電子申請サービス利用負担
金

平 成 ２ ７ 年 度 か ら
1,435 千円

平 成 ３ １ 年 度 ま で

公共工事に係る中小企業振興資金等の
融資に対する利子補給

平 成 ２ ７ 年 度 か ら 当該融資額に対する償還利子の

平 成 ２ ９ 年 度 ま で  に相当する額

パソコン借上料
平 成 ２ ７ 年 度 か ら

43,534 千円
平 成 ３ １ 年 度 ま で

自動車借上料
平 成 ２ ７ 年 度 か ら

17,253 千円
平 成 ３ １ 年 度 ま で

業務支援システム借上料 平 成 ２ ７ 年 度 369 千円

各種管理業務等委託
平 成 ２ ７ 年 度 か ら

31,674 千円
平 成 ２ ９ 年 度 ま で

千円
平 成 ２ ９ 年 度 ま で

各種清掃業務委託
平 成 ２ ７ 年 度 か ら

2,775

各種保守点検業務委託
平 成 ２ ７ 年 度 ま で

6,093 千円
平 成 ２ ９ 年 度 ま で

ス

ケゲコゴサザシジスズ



第３表　　地方債

計 2,482,500

街 路 整 備 事 業 60,800

臨 時 財 政 対 策 債 1,097,400

土 地 区 画 整 理 事 業 309,800

422,000

1,200市 街 地 再 開 発 事 業

学 校 施 設 整 備 事 業 360,700

道 路 橋 り ょ う 事 業

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

証書借入れ又は
証 券 発 行

年 5.0% 以 内 （ た だ
し、利率見直し方式
で借り入れる資金に
ついて、利率の見直
しを行った後におい
ては、当該見直し後
の利率）

借入期日の翌日から30
年以内に半年賦元利均
等償還又は元金均等償
還する。ただし、融資
条件又は財政の都合に
より償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還
又は低利に借換えする
ことができる。

防 犯 対 策 事 業 47,200

災害援護資金貸付金 24,000

地 方 都 市

リノベーション事業

140,000

公 園 整 備 事 業 19,400

ズ

ケゲコゴサザシジスズ



ゲケ

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害公営住宅整備事業特別会計 

ゲゲ

ケゲコゴサザシジスズ



ゲコ

ケゲコゴサザシジスズ



議案第２７号 

 

平成２６年度多賀城市災害公営住宅整備事業特別会計予算 

 

 平成２６年度多賀城市の災害公営住宅整備事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，７８４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こ

すことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第２表 地方債」による。 

  

  平成２６年２月１２日提出 

 

多賀城市長 菊地 健次郎 

ゲゴ

ケゲコゴサザシジスズ



1 4,183,699

1 他会計繰入金 6,633

2 基金繰入金 4,177,066

2 1

1 雑入 1

3 600,300

1 市債 600,300

4,784,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

款 項 金　　　　　額
 千円

繰入金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

ゲサ

ケゲコゴサザシジスズ



1 4,779,283

1 災害公営住宅事業費 4,779,283

2 3,534

1 公債費 3,534

3 1

1 繰出金 1

4 1,182

1 予備費 1,182

4,784,000

事業費

公債費

諸支出金

予備費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 項 金　　　　　額
 千円

ゲザ

ケゲコゴサザシジスズ



第２表　　地方債

計 600,300

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

証書借入れ又は
証 券 発 行

年 5.0% 以 内 （ た だ
し、利率見直し方式
で借り入れる資金に
ついて、利率の見直
しを行った後におい
ては、当該見直し後
の利率）

借入期日の翌日から30
年以内に半年賦元利均
等償還又は元金均等償
還する。ただし、融資
条件又は財政の都合に
より償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還
又は低利に借換えする
ことができる。

災 害 公 営 住 宅 事 業 600,300

ゲシ

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 

ゲジ

ケゲコゴサザシジスズ



ゲス

ケゲコゴサザシジスズ



議案第２８号 

 

平成２６年度多賀城市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成２６年度多賀城市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６，５８５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、３０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じたときにおけるこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

  平成２６年２月１２日提出 

 

多賀城市長 菊地 健次郎 

ゲズ

ケゲコゴサザシジスズ



1 1,477,991

1 国民健康保険税 1,477,991

2 1,000

1 手数料 1,000

3 1,441,227

1 国庫負担金 1,113,298

2 国庫補助金 327,929

4 382,377

1 療養給付費交付金 382,377

5 1,475,958

1 前期高齢者交付金 1,475,958

6 332,442

1 県負担金 47,060

2 県補助金 285,382

7 724,730

1 共同事業交付金 724,730

8 342

1 財産運用収入 342

9 744,627

1 他会計繰入金 485,350

2 基金繰入金 259,277

10 2

1 繰越金 2

11 4,304

1 延滞金、加算金及び過料 1,001

2 市預金利子 1

3 雑入 3,302

6,585,000

諸収入

繰越金

共同事業交付金

財産収入

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

国民健康保険税

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

国庫支出金

療養給付費交付金

前期高齢者交付金

繰入金

県支出金

コケ

ケゲコゴサザシジスズ



1 78,125

1 総務管理費 31,187

2 徴税費 45,983

3 運営協議会費 417

4 趣旨普及費 538

2 4,497,506

1 療養諸費 3,986,627

2 高額療養費 465,136

3 移送費 2

4 出産育児諸費 40,341

5 葬祭費 5,400

3 827,696

1 後期高齢者支援金等 827,696

4 611

1 前期高齢者納付金等 611

5 41

1 老人保健拠出金 41

6 338,164

1 介護納付金 338,164

7 740,513

1 共同事業拠出金 740,513

8 74,993

1 保健事業費 74,993

9 342

1 基金積立金 342

10 148

1 公債費 148

11 9,504

1 償還金及び還付加算金 9,503

2 繰出金 1

歳　　出

項 金　　　　　額
 千円

款

総務費

保険給付費

後期高齢者支援金等

前期高齢者納付金等

老人保健拠出金

介護納付金

共同事業拠出金

保健事業費

基金積立金

公債費

諸支出金

コゲ

ケゲコゴサザシジスズ



12 17,357

1 予備費 17,357

6,585,000歳　　出　　合　　計

予備費

項 金　　　　　額
 千円

款

ココ

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 

コゴ

ケゲコゴサザシジスズ



コサ

ケゲコゴサザシジスズ



議案第２９号 

 

平成２６年度多賀城市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成２６年度多賀城市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５３，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

  

  平成２６年２月１２日提出 

 

多賀城市長 菊地 健次郎 

コザ

ケゲコゴサザシジスズ



1 447,759

1 後期高齢者医療保険料 447,759

2 10

1 手数料 10

3 104,026

1 他会計繰入金 104,026

4 1

1 繰越金 1

5 1,204

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 償還金及び還付加算金 1,201

3 預金利子 1

4 雑入 1

553,000

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

保険料

歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

コシ

ケゲコゴサザシジスズ



1 5,385

1 総務管理費 3,872

2 徴収費 1,513

2 544,859

1 後期高齢者医療 544,859

3 1,202

1 償還金及び還付加算金 1,201

2 繰出金 1

4 1,554

1 予備費 1,554

553,000

予備費

諸支出金

後期高齢者医療広域連合納付金

歳　　出

項

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

総務費

コジ

ケゲコゴサザシジスズ



コス

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 

コズ

ケゲコゴサザシジスズ



ゴケ

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

議案第３０号  

 

平成２６年度多賀城市介護保険特別会計予算  

 

 平成２６年度多賀城市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５８５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。  

 （一時借入金）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による

一時借入金の借入れの最高額は、１０,０００千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じたときにおけるこれらの経費の各項の間の流用とする。  

 

    平成２６年２月１２日提出  

 

                      多賀城市長  菊地 健次郎  

 

ゴゲ

ケゲコゴサザシジスズ



1 745,172

1 介護保険料 745,172

2 117

1 手数料 117

3 814,366

1 国庫負担金 617,855

2 国庫補助金 196,511

4 984,266

1 支払基金交付金 984,266

5 492,501

1 県負担金 479,265

2 県補助金 13,236

6 52

1 財産運用収入 52

7 548,501

1 他会計繰入金 508,652

2 基金繰入金 39,849

8 1

1 繰越金 1

9 24

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 市預金利子 1

3 雑入 22

3,585,000歳　　入　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

国庫支出金

支払基金交付金

県支出金

財産収入

諸収入

繰越金

繰入金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

保険料

ゴコ

ケゲコゴサザシジスズ



1 128,957

1 総務管理費 73,365

2 徴収費 2,934

3 介護認定審査会費 52,190

4 運営協議会費 468

2 3,375,843

1 介護サービス等諸費 3,201,193

2 高額介護サービス等費 55,920

3 高額医療合算介護サービス等費 6,000

4 特定入所者介護サービス等費 112,730

3 73,729

1 介護予防事業費 18,268

2 包括的支援事業・任意事業費 55,461

4 56

1 基金積立金 56

5 5

1 公債費 5

6 803

1 償還金及び還付加算金 802

2 繰出金 1

7 5,607

1 予備費 5,607

3,585,000

予備費

公債費

諸支出金

総務費

保険給付費

地域支援事業費

基金積立金

歳　　出

項 金　　　　　額
 千円

款

歳　　出　　合　　計

ゴゴ

ケゲコゴサザシジスズ



ゴサ

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 

ゴザ

ケゲコゴサザシジスズ



ゴシ

ケゲコゴサザシジスズ



議案第３１号 

 

平成２６年度多賀城市下水道事業特別会計予算 

 

 平成２６年度多賀城市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，３３８，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担

する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」

による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費

（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じたときにおける同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

  平成２６年２月１２日提出 

 

多賀城市長 菊地 健次郎 

ゴジ

ケゲコゴサザシジスズ



1 1,403

1 分担金 2

2 負担金 1,401

2 794,030

1 使用料 793,429

2 手数料 601

3 254,800

1 国庫補助金 254,800

4 1,125

1 財産運用収入 1,125

5 3,205,314

1 他会計繰入金 1,912,406

2 基金繰入金 1,292,908

6 1

1 繰越金 1

7 32,827

1 延滞金、加算金及び過料 2

2 雑入 32,825

8 1,048,500

1 市債 1,048,500

5,338,000

繰越金

第１表　　歳入歳出予算

歳　　入

項

分担金及び負担金

歳　　入　　合　　計

繰入金

市債

諸収入

金　　　　　額
 千円

款

使用料及び手数料

国庫支出金

財産収入

ゴス

ケゲコゴサザシジスズ



1 742,491

1 総務管理費 98,733

2 雨水管理費 263,990

3 汚水管理費 379,768

2 2,586,776

1 建設事業費 2,586,776

3 2,002,364

1 公債費 2,002,364

4 1

1 公共下水道施設災害復旧費 1

5 1

1 繰出金 1

6 6,367

1 予備費 6,367

5,338,000

諸支出金

総務費

災害復旧費

予備費

公債費

事業費

歳　　出

項

歳　　出　　合　　計

金　　　　　額
 千円

款

ゴズ

ケゲコゴサザシジスズ



第２表　　債務負担行為

水洗便所改造資金損失補償
平 成 ２ ６ 年 度 か ら 当該未償還額の１割に相当する

額平 成 ３ ０ 年 度 ま で

事 項 期 間 限 度 額

水洗便所改造資金利子補給
平 成 ２ ７ 年 度 か ら 当該融資額に対する契約利率に

相当する額平 成 ３ ０ 年 度 ま で

サケ

ケゲコゴサザシジスズ



第３表　　地方債

計 1,048,500

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

年 5.0% 以 内 （ た だ
し、利率見直し方式
で借り入れる資金に
ついて、利率の見直
しを行った後におい
ては、当該見直し後
の利率）

借入期日の翌日から30
年以内に半年賦元利均
等償還又は元金均等償
還とする。ただし、融
資条件又は財政の都合
により償還年限を短縮
し、若しくは繰上償還
又は低利に借換えする
ことができる。

公 共 下 水 道 事 業

流 域 下 水 道 事 業

資 本 費 平 準 化 債

下 水 道 事 業 債
（ 特 別 措 置 分 ）

証書借入れ又は
証 券 発 行

454,200

31,300

470,800

92,200

サゲ

ケゲコゴサザシジスズ



サコ

ケゲコゴサザシジスズ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 道 事 業 会 計 

 

サゴ

ケゲコゴサザシジスズ



ササ

ケゲコゴサザシジスズ



議案第３２号 

 

平成２６年度多賀城市水道事業会計予算 

  （総則） 

第１条  平成２６年度多賀城市水道事業会計の予算は、次に定めるとこ  

ろによる。 

  （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 給 水 戸 数            ２２，５００戸 

 (2) 年 間 総 配 水 量         ５，８８４，８９５  

 (3) １ 日 平 均 配 水 量                  １６，１２３  

 (4) 主要な建設改良事 業 

  ア   配水管整備事業            ２６１，０００千円 

    イ   配水管改良事業             １０９，０００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収    入  

 第１款  水道事業 収益         １，８９１，６３９千円 

  第１項  営 業 収 益         １，８１０，４９１千円 

  第２項  営 業 外 収 益                      ８１，１４５千円 

  第３項  特 別 利 益              ，   ３千円  

支    出  

 第１款  水道事業 費用                  １，８１７，０００千円 

  第１項  営 業 費 用                  １，７０５，７１７千円 

  第２項  営 業 外 費 用                      １１０，８８０千円 

  第３項  特 別 損 失                           ２０３千円 

  第４項  予 備 費                            ２００千円 

サザ

ケゲコゴサザシジスズ



 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的   

収入額が資本的支出額に対し不足する額５０７，８０６千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２３，２７２千円、過年

度分損益勘定留保資金１１９，４９７千円、当年度分損益勘定留保資

金２４５，０３７千円、減債積立金２０，０００千円、建設改良積立

金１００，０００千円で補填する。なお、当年度計上する水資源開発

負担金１，８４９千円については、積立処分とする。）。 

収    入  

 第１款 資 本 的 収 入                ２２３，１９０千円 

  第１項  企 業 債               １７７，３００千円 

  第２項  他 会 計 負 担 金                   ７，４４４千円 

  第３項  水資源開発負担金                   １，９９６千円 

  第４項  補 助 金         ３６，４５０千円 

支    出  

 第１款 資 本 的 支 出                ７２９，０００千円 

  第１項  建 設 改 良 費                ３７２，３３１千円 

  第２項  企 業 債 償 還 金             ３５６，４６９千円 

  第３項  予 備 費                        ２００千円 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次 

 のとおりと定める。 

起 債 の 目 的  限 度 額  起 債 の 方 法 利       率  償   還   の   方   法

 

配水管整備事業 

 

 

 

 

   千円  

177,300 

 

 

 

 

 

 

 

証書借入れ又

は 証 券 発 行

 

 

年 ５ ． ０ ％ 以

内 （ た だ し 、

利 率 見 直 し 方

式 で 借 り 入 れ

る 資 金 に つ い

て 、 利 率 の 見

直 し を 行 っ た

後 に お い て

は 、 当 該 見 直

し後の利率）

 

借 入 期 日 の 翌 日 か ら

３ ０ 年 以 内 に 半 年 賦

元 利 均 等 償 還 又 は 元

金 均 等 償 還 と す る 。

た だ し 、 融 資 条 件 又

は 財 政 の 都 合 に よ り

償 還 年 限 を 短 縮 し 、

若 し く は 繰 上 償 還 又

は 低 利 に 借 換 え す る

ことができる。  

サシ

ケゲコゴサザシジスズ



 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、  

第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用及び

第 ３ 項 特 別 損 失 に 係 る 予 算 額 に 過 不 足を 生 じ た 場 合 に お け る 当 該 各

項間の流用とする。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経  

費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する 

場合は、議会の議決を経なければならない。 

  (1) 職 員 給 与 費              ２４７，９２１千円 

  (2) 交 際 費                   ３０千円 

 （他会計からの補助金） 

第９ 条  上水 道部 自治 法派 遣職 員受 入経 費補 助金 とし て多 賀城 市一 般

会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１２，４４１千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１３，６００千円と定める。 

   

 平成２６年２月１２日提出 

 

                   多賀城市長 菊地  健次郎 

サジ

ケゲコゴサザシジスズ




